
JP 2008-24661 A 2008.2.7

10

(57)【要約】
【課題】　　　　　　ヤエヤマヒルギ属（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　Ｌ．）植物から選択さ
れる１種又は２種以上を含有する組成物と、ゲットウを含有する組成物を組み合わせて皮
膚に適用することによって、皮膚の水分保持能を高めることを特徴とする化粧キット、並
びにかかる化粧キットを用いた美容方法を提供する。
【解決手段】　　　　ヤエヤマヒルギ属（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　Ｌ．）植物から選択さ
れる１種又は２種以上を含有する組成物と、ゲットウを含有する組成物を組み合わせて皮
膚に適用することによって、皮膚の水分保持能を高めることを特徴とする化粧キット、並
びにかかる化粧キットを用いた美容方法。
【選択図】　　　　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヤエヤマヒルギ属（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　Ｌ．）植物から選択される１種又は２種以上
を含有する組成物と、ゲットウを含有する組成物を組み合わせて皮膚に適用することによ
って、皮膚の水分保持能を高めることを特徴とする化粧キット。
【請求項２】
請求項１に記載の化粧キットを用いた美容方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヤエヤマヒルギ属（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　Ｌ．）植物から選択される１種
又は２種以上と、ゲットウを皮膚に適用することによる美容方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、薬用植物をはじめとする多種類の植物の抽出物が皮膚外用剤に用いられてきた（
例えば、非特許文献１，非特許文献２等）。近年、自然志向及び動物愛護による植物志向
の高まりを受けて、ますます植物や菌類抽出物に有効成分を求める傾向が高まっている。
【０００３】
　しかし植物や菌類の抽出物は、それぞれが多様な作用を有するものの、総じてその作用
はさほど強くないことが多く、皮膚外用剤において、期待する作用効果の生じる量の植物
や菌類抽出物を含有させると、好ましくない着色，着臭が見られたり、製剤安定性の低下
が見られたりすることがあった。複数の植物や菌類抽出物を併用して作用効果の増強を図
る試みもなされてはいるが、皮膚の生理機能には種々の因子が複雑に関与するため、皮膚
の状態を十分に向上させることは困難である。
【０００４】
　また、ヤエヤマヒルギ属植物の利用としては、ヤエヤマヒルギ属等のヒルギ科植物を含
有する皮膚外用剤（特許文献１参照）、並びにヤエヤマヒルギ属植物抽出物を有効成分と
する細胞賦活剤、抗酸化剤（特許文献２参照）が開示されているが、ヤエヤマヒルギ属植
物と特定の植物若しくは菌類と併用することにより、その保湿効果が相乗的に向上するす
ることはこれまで知られていない。
【０００５】
　ゲットウの皮膚外用剤への配合としては、ニキビ及び肌荒れ改善効果（特許文献３参照
）、殺菌効果（特許文献４参照）、育毛・発毛効果（特許文献５参照）、ヒアルロン酸産
生促進効果（特許文献６参照）等が開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３３５６５３号公報
【特許文献２】特開２００４－１０５５７号公報
【特許文献３】特開２０００－１９１４９３号公報
【特許文献４】特開平９－１２４６７７号公報
【特許文献５】特開２０００－３５５２５号公報
【特許文献６】特開２００３－５５２４４号公報
【非特許文献１】フレグランス　ジャーナル，ＦＪ社，１９７９年，臨時増刊第１号
【非特許文献２】フレグランス　ジャーナル，ＦＪ社，１９８６年，臨時増刊第６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明においては、ヤエヤマヒルギ属植物の有する保湿効果を相乗的に向上させた美容
方法を提供することを目的とした。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明は、ヤエヤマヒルギ属（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　Ｌ．）植物から選択される１種
又は２種以上と、ゲットウを皮膚に適用することによる美容方法を提供する。
【０００９】
　本発明は、ヤエヤマヒルギ属（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　Ｌ．）植物から選択される１種
又は２種以上と、ゲットウを皮膚に適用することによる皮膚の水分保持能を高める美容方
法を提供する。
【００１０】
　本発明の美容方法によれば、ヤエヤマヒルギ属植物と、ゲットウエキスを皮膚に適用す
ることにより、表皮角質層のヒアルロン酸量を向上させ、皮膚の水分保持能を飛躍的に高
めることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の美容方法は、エヤマヒルギ属（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　Ｌ．）植物から選択さ
れる１種又は２種以上と、ゲットウエキスを皮膚に適用することにより、表皮角質層のヒ
アルロン酸量を増加させ、水分保持能が相乗的に向上し、優れた保湿効果を発揮するもの
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の美容方法は、ヤエヤマヒルギ属植物と、ゲットウエキスを皮膚に適用すること
を特徴とするものである。
【００１３】
　本発明の美容方法においては、ヤエヤマヒルギ属植物とゲットウエキスを同時に含有す
る組成物を皮膚に適用することもできるが、ヤエヤマヒルギ属植物を含有する組成物と、
ゲットウエキスを含有する組成物を別々に順序を問わず皮膚に適用することもできる。
【００１４】
　以下、本発明の美容方法を構成する各成分について説明する。
【００１５】
　本発明で用いるヤエヤマヒルギ属植物は、ヒルギ科（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａｃｅａｅ）
の植物で、熱帯から亜熱帯地域の泥湿海岸地域に広く分布しており、ヒルギ科（Ｒｈｉｚ
ｏｐｈｏｒａｃｅａｅ）植物の共通した特長である胎生種子をつくり、マングローブ林の
主要構成種となる。ヤエヤマヒルギ属（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　Ｌ．）植物としては、フ
タバナヒルギ（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　ａｐｉｃｕｌａｔａ　Ｂｌ．），ヤエヤマヒルギ
（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　ｓｔｙｌｏｓａ　Ｇｒｉｆｆ．），アメリカヒルギ（Ｒｈｉｚ
ｏｐｈｏｒａ　ｍａｎｇｌｅ　Ｌ．），サモアヒルギ（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ　ｓａｍｏ
ｅｎｓｉｓ　（Ｈｏｃｈｒ．）　Ｓａｌｖｏｚａ），ハリソンヒルギ（Ｒｈｉｚｏｐｈｏ
ｒａ　ｈａｒｒｉｓｏｎｉｉ　Ｌｅｅｃｈｍ．），オオバヒルギ（Ｒｈｉｚｏｐｈｏｒａ
　ｍｕｃｒｏｎａｔａ　Ｌａｍｋ．）等が知られている。本発明においては、ヤエヤマヒ
ルギ属植物であれば特に種類を問わないが、保湿効果の点からフタバナヒルギを用いるこ
とが好ましい。
【００１６】
　これらヤエヤマヒルギ属植物は、幹，枝，果実，葉，花，種子，樹皮，樹液，根，芽な
どのいずれの部位を用いても構わないが、簡便に利用するには、葉を用いるとよい。
【００１７】
　本発明において用いるゲットウ（Ａｌｐｉｎｉａ　ｓｐｅｃｉｏｓａ　（Ｗｅｎｄｌ．
）　Ｋ．　Ｓｃｈｕｍ．）は、ショウガ科（Ｚｉｎｇｉｂｅｒａｃｅａｅ）に属する多年
草で、葉，茎，花，根等の各部位を用いることができるが、葉若しくは花を用いることが
好ましい。
【００１８】
　本発明においては、これらの植物をそのまま用いることもできるが、製剤化の容易さの
点から、抽出物を用いることが好ましい。つづいて、本発明において用いる植物抽出物の
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抽出方法について述べる。
【００１９】
　本発明において、上記各植物は生のまま抽出操作に供しても良いが、抽出効率を考える
と細切，乾燥，粉砕等の処理を行った後抽出を行うことが好ましい。抽出は、抽出溶媒に
浸漬して行う。抽出効率を上げるため撹拌を行ったり、抽出溶媒中でホモジナイズしても
良い。抽出温度としては、５℃程度から抽出溶媒の沸点以下の温度とするのが適切である
。抽出時間は抽出溶媒の種類，抽出温度によっても異なるが、４時間～１４日間程度とす
るのが適切である。また、超臨界流体，亜臨界流体を用いた抽出方法をとることもできる
。
【００２０】
　抽出溶媒としては、水を用いることが最も好ましいが、そのほか、メタノール，エタノ
ール，プロパノール，イソプロパノール等の低級アルコール、１，３－ブチレングリコー
ル，プロピレングリコール，ジプロピレングリコール，グリセリン等の多価アルコール、
ジエチルエーテル，ジプロピルエーテル等のエーテル類、酢酸エチル，酢酸ブチル等のエ
ステル類、アセトン，エチルメチルケトン等のケトン類等の極性有機溶媒、また、生理食
塩水，リン酸緩衝液，リン酸緩衝生理食塩水等、あるいは石油エーテル，ｎ－ヘキサン，
ｎ－ペンタン，ｎ－ブタン，ｎ－オクタン，シクロヘキサン等の炭化水素類、四塩化炭素
，クロロホルム，ジクロロメタン，トリクロロエチレン，ベンゼン，トルエンなどの無極
性若しくは低極性溶媒から選択される１種又は２種以上の溶媒を好適に使用することがで
きる。また、抽出に水，二酸化炭素，エチレン，プロピレン，エタノール，メタノール，
アンモニア等の超臨界流体，亜臨界流体を用いても良く、この際エントレーナーとして上
記の溶媒を用いることもできる。
【００２１】
　また、抽出物はそのまま、若しくは濃縮，乾固したものを水，極性溶媒に再度溶解した
り、あるいは脱色，脱臭，脱塩等の精製処理，分画処理を行った後に用いても良い。また
保存のためには、精製処理の後凍結乾燥し、用時に溶媒に溶解して用いることが好ましい
。あるいは、リポソーム等のベシクル，マイクロカプセル等に内包させることもできる。
【００２２】
　本発明において皮膚に適用するヤエヤマヒルギ属植物を含有する組成物においては、シ
ラン、オウカホウシュン、シンキンソウ、トウキンセンカ、パセリ、フキタンポポ、アル
テア、ニンジン、オトギリソウ、セイヨウニワトコ、ゲンノショウコ、ユキノシタ、ナツ
メ、シャクヤク、トウキ、ブクリョウタケ、カシア、モモから選択される１種又は２種以
上を併用して用いることが好ましい。
【００２３】
　本発明において皮膚に適用するゲットウを含有する組成物においては、セラミド類、ポ
リグルタミン酸、アロエエキス、米醗酵液、セイヨウノコギリソウエキス、ゼニアオイエ
キス、ブクリョウタケエキス、アケビエキス、ローヤルゼリー、ニガリ、海塩、改装エキ
スから選択される１種又は２種以上を併用して用いることが好ましい。
【００２４】
　本発明において皮膚に適用する組成物は、ローション剤，乳剤，ゲル剤，クリーム剤，
軟膏剤，粉末剤，顆粒剤等、種々の剤型で提供することができる。また、化粧水，乳液，
クリーム，美容液，パック等の皮膚化粧料、メイクアップベースローション，メイクアッ
プベースクリーム等の下地化粧料、乳液状，油性，固形状等の各剤型のファンデーション
，アイカラー，チークカラー等のメイクアップ化粧料、クレンジングクリーム，クレンジ
ングローション，クレンジングフォーム，洗顔石鹸，ボディシャンプー等の皮膚洗浄料、
ヘアーシャンプー，ヘアーリンス，ヘアートリートメント等の毛髪用化粧料等としても提
供することができる。
【００２５】
　なお本発明において皮膚に適用する組成物には、上記必須成分の他に、油性成分，界面
活性剤，保湿剤，顔料，紫外線吸収剤，抗酸化剤，香料，防菌防黴剤等の一般的な医薬品
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及び化粧料用原料や、皮膚細胞賦活剤，美白剤等の生理活性成分をも含有させることがで
きる。
【実施例】
【００２６】
　以下、実施例及び比較例に基づいて本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の
実施例に限定されるものではない。
【００２７】
　まず、フタバナヒルギ抽出物並びにゲットウ抽出物の製造例を示す。
【００２８】
［製造例１］　フタバナヒルギ葉抽出物
　フタバナヒルギ葉乾燥粉砕物１００ｇを、２．０ｋｇの５０容量％エタノール水溶液に
、分散させ、撹拌しながら室温にて２時間抽出した。抽出上清を濾別したのち、減圧濃縮
後、凍結乾燥を行い、製造例１にかかるフタバナヒルギ葉抽出物を得た。
【００２９】
［製造例２］　ゲットウ葉抽出物
　ゲットウの葉５００ｇを乾燥，粉砕し、８０容量％エタノール水溶液２リットル中にて
２０℃で７日間浸漬した後、ろ過してろ液を回収した後減圧濃縮後、凍結乾燥を行い、製
造例２にかかるゲットウ葉抽出物を得た。
【００３０】
［保湿性試験］
　製造例１の１．０質量％水溶液（比較試験例１）、製造例２の１．０質量％水溶液（比
較試験例２）、並びに比較試験例１と比較試験例２の等量混合物（実施試験例１）を用い
て、保湿効果の測定を行った。測定は、実施試験例１若しくは比較試験例１、２を前腕部
、３×４ｃｍ2の範囲に２４μＬずつ塗布し、塗布前、塗布後３０、６０、１２分の角質
水分量を測定した。角質水分量は、ＳＫＩＣＯＮ－２００（アイ・ビイ・エス株式会社製
）を用い、各塗布部位から５ポイントずつの角質水分量を、測定した。５ポイントの測定
値の平均値を角質水分量とし、塗布前の角質水分量を１とした相対値で表１に示した。３
０分後、６０分後、１２０分後の角質水分量について、比較試験例１、比較試験例２と実
施試験例１の間でそれぞれ有意差検定を行い、５％の確率で有意差が認められたものは「
＊」、１％の確率で有意差が認められたものは「＊＊」として結果を表２に示した。
【００３１】
【表１】

【００３２】
【表２】

【００３３】
　表１、２に示した通り、本発明の実施例は、塗布後１５分～１２０分後まで全て高い保
湿効果を示しており、フタバナヒルギ抽出物とゲットウ葉抽出物を併用することにより、
保湿効果が相乗的に向上していることは明らかである。
【００３４】
　続いて、製造例１及び製造例２を用いた組成物の処方例を示す。
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【００３５】
［処方例１］　フタバナヒルギ抽出物含有化粧水
(１)精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９４．９０(質量％)
(２)トリメチルグリシン　　　　　　　　　　　　　　　　　５．００
(３)製造例１(フタバナヒルギ葉抽出物)　　　　　　　　　　０．１０
製造方法：(１)～(３)を混合、均一化する。
【００３６】
［処方例２］　フタバナヒルギ抽出物含有乳液
（１）セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００（質量％）
（２）ミツロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
（３）ワセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
（４）スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．００
（５）ジメチルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　２．００
（６）ポリオキシエチレン（２０ＥＯ）ソルビタン　　　　　１．００
　　　　　　　　　　　　　モノステアリン酸エステル
（７）グリセリンモノステアリン酸エステル　　　　　　　　１．００
（８）グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．００
（９）１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　４．００
（10）パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　０．１０
（11）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３．３５
（12）キサンタンガム（１．０質量％水溶液）　　　　　　２０．００
（13）エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．００
（14）製造例１(フタバナヒルギ葉抽出物)　　　　　　　　　０．０５
製法：(1)～(7)の油相成分を混合し、加熱溶解して７５℃とする。一方、(8)～(11)の水
相成分を混合，溶解して７５℃とする。これに前記油相を加えて予備乳化した後、(12)を
添加してホモミキサーにて均一に乳化した後冷却し、４０℃で(13)並びに(14)を添加，混
合する。
【００３７】
［処方例３］　フタバナヒルギ抽出物含有水中油型クリーム
（１）ミツロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．００（質量％）
（２）セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．００
（３）還元ラノリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．００
（４）スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７．５０
（５）グリセリン脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　４．００
（６）親油型グリセリンモノステアリン酸エステル　　　　　２．００
（７）ポリオキシエチレン（２０ＥＯ）ソルビタン　　　　　５．００
　　　モノラウリン酸エステル
（８）プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　５．００
（９）パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　０．１０
（10）製造例１(フタバナヒルギ葉抽出物)　　　　　　　　　０．０５
（11）シンキンソウ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
（12）オウカホウシュン抽出物　　　　　　　　　　　　　　０．１０
（13）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７．３０
製法：(1)～(7)の油相成分を混合，溶解して７５℃とする。一方、(8)～(13)の水相成分
を混合，溶解して７５℃に加熱する。次いで、この水相成分に前記油相成分を添加して予
備乳化した後ホモミキサーにて均一に乳化し、冷却する。
【００３８】
［処方例４］　ゲットウ抽出物含有ゲル組成物
（１）ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　１０．００（質量％）
（２）アルギン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．４０
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（３）カラギーナン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
（４）パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　０．１０
（５）製造例２（ゲットウ葉抽出物）　　　　　　　　　　　０．３０
（６）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８９．００
製法：(１)～(６)を混合、均一化する。
【００３９】
［処方例５］　ゲットウ抽出物含有美容液
（１）ミツロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．００（質量％）
（２）セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．００
（３）還元ラノリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．００
（４）スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７．５０
（５）グリセリン脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　４．００
（６）親油型グリセリンモノステアリン酸エステル　　　　　２．００
（７）ポリオキシエチレン（２０ＥＯ）ソルビタン　　　　　５．００
　　　モノラウリン酸エステル
（８）プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　５．００
（９）パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　０．１０
（10）製造例２（ゲットウ葉抽出物）　　　　　　　　　　　０．１０
（11）米醗酵液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
（12）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７．２０
製法：(1)～(7)の油相成分を混合，溶解して７５℃とする。一方、(8)～(12)の水相成分
を混合，溶解して７５℃に加熱する。次いで、この水相成分に前記油相成分を添加して予
備乳化した後ホモミキサーにて均一に乳化し、冷却する。
【００４０】
［処方例６］　フタバナヒルギ抽出物、ゲットウ抽出物含有水中油型クリーム
（１）白色ワセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５．００（質量％）
（２）ステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　２５．００
（３）グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２．００
（４）ラウリル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　１．００
（５）パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　０．１０
（６）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６．５０
（７）製造例１フタバナヒルギ葉抽出物　　　　　　　　　　０．２０
（８）製造例２ゲットウ葉抽出物　　　　　　　　　　　　　０．２０
（９）アルギン酸カリウム（２質量％水溶液）　　　　　　１０．００
製法：(１)～(４)の油相成分を混合，加熱して均一に溶解し、７５℃とする。一方、(５)
，(６)の水相成分を混合，加熱して７５℃とする。この水相成分に前記油相成分を撹拌し
ながら徐々に添加して乳化し、冷却した後、４０℃にて(7)～(９)を添加，混合する。
【００４１】
　続いて、上記処方例に示した組成物を用いた美容方法について説明する。
【００４２】
［実使用試験１］
　処方例１～５を用いて、実使用試験を行った。使用試験は、乾燥による小ジワ、肌荒れ
症状を呈する３０～４０才代の女性１０名を一群とし、表１に示した処方例をブラインド
にて１週間、１日２回使用させ、乾燥による各症状の改善状況を「明らかに改善した」、
「改善した」、「変化なし」の３段階で評価させた。結果は、下記の基準で判定した。ま
た、同時に上記処方例６において、製造例１若しくは製造例２を単独で２倍量配合した水
中油型クリーム（処方例７、８）を調製し、比較例１、２として実使用試験を行った。
◎：「明らかに改善した」と回答した被験者が８名以上
○：「明らかに改善した」と回答した被験者４～７名
△：「明らかに改善した」と回答した被験者３名以下
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【００４３】
【表１】

【００４４】
　表１に示した通り、本発明の実施例は、高い保湿効果を発揮していたのに対し、有効成
分を単独で２倍量含有する処方例７、処方例８使用群においては、併用した場合と比較し
て、乾燥による症状が明らかに改善した被験者の数が少なかった。
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